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（１）国際収支統計とは：

 一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外取
引（財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じ
る決済資金の流れ等）を体系的に記録した統計。

 国際収支統計のうち、財貨・サービスの純輸出は、GDP統計の「外需」に
相当。国際収支統計のデータは、GDP・GNIの基礎データとして活用。

（２）統計の作成根拠：
 外国為替及び外国貿易法（以下、外為法）に基づき、財務大臣が毎月

及び毎年の国際収支統計を作成するとともに、統計の作成事務を日本
銀行に委任。

（３）統計の作成基準：

 IMF国際収支マニュアルに準拠して作成。
 同マニュアルの直近の改訂である第6版は、2008年12月にIMFから公表

され、我が国の国際収支統計は、2014年1月取引計上分より、第6版に
準拠して作成・公表。同マニュアルでは、国民経済計算（SNA）と整合を
図るよう言及されている。
※マニュアルの改訂時期：第1版：1948年、第2版：1950年、第3版：1961年

第4版：1977年、第5版：1993年、第6版：2008年

（４）統計作成の基礎データ：
 外為法に基づく報告書、通関統計（財務省関税局公表の貿易統計）、

各種基礎調査等

国際収支統計の概要
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国際収支統計の改善
⃝ 国際収支統計については、「統計改革の基本方針」（平成28年12月21日経済財政諮問会議）に基づき、以下の

事項について今後検討を進めていく。

改善に係る対応方針・実施日程 現状・今後の取組予定

①遡及系列
○対応方針：
次回IMF国際収支マニュアル改訂への対応時に遡及系列を作
成できるよう検討

○実施日程：
次回マニュアル改訂への対応時に検討

（注：マニュアル改訂時期は未定）

 次回マニュアルの改訂内容については、これからIMFを中心
に議論の予定。

 次回マニュアル改訂対応時に、可能な限り遡及系列を作成で
きるよう、SNAを所管する内閣府と協議しながら検討の予定。

②再投資収益（※）

○対応方針：
再投資収益について、内閣府と協力の下、国民経済計算との調
和も考慮し、計上手法を検討

○実施日程：2019年度を目途に結論を得る
※再投資収益とは、直接投資企業が稼得した営業利益のうち、投資

家に配分されずに内部留保として積み立てられたもの。

 GNIを作成している内閣府より、同統計の精度向上のため、再
投資収益の計上手法の見直しについて検討要請がある。

 内閣府の協力も得ながら、当該計上手法について、具体的な
検討を進めていく。

③財貨の輸出入部分
○対応方針：
「居住者間取引を挟む転売の対象となった財貨等」等の公表な
ど財貨の輸出入部分についての通関統計との差の透明化につ
いて検討

○実施日程：2019年度を目途に結論を得る

 通関統計と国際収支統計の財貨の輸出入部分との計数に差
がみられるため（下表参照）、民間のエコノミストより、現状の
国際収支の公表項目だけではGDPを予測しにくいとの声があ
る。

 当該差の透明化を図るべく、関係する項目（一般商品の細分
化）の公表につき具体的な検討を進めていく。
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輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
2014年 730,981 858,907 740,747 845,400 9,766 ▲13,507 727,089 844,753 9,014 ─ 4,644 647
2015年 756,281 784,678 752,742 761,604 ▲3,540 ▲23,074 736,893 760,735 9,666 ─ 6,183 869
2016年 700,386 659,847 689,797 634,546 ▲10,590 ▲25,301 674,294 633,313 7,317 ─ 8,185 1,233

（参考：国際収支統計の内訳公表計数）
非貨幣用金

（単位：億円）
通関統計 国際収支統計 差額 一般商品 仲介貿易商品
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